
2-5 年度更新・事務組合事前準備 

年度更新処理は、 

 

 

 

 

を行うことで作成できます。処理の流れ自体は簡単なのですが、実際に行う場合、元

となるマスタの登録方法を誤ってしまうと正確な処理が行われません。まず、下記４

つのマスタの確認を行ってください。 

 

（１）事業所マスタの労保設定 

 ［事業所マスタ］をクリックし、事業所を選択後［労保設定］ボタンをクリックして労

働保険番号の登録を行います。この際、労災/雇用成立日や保険関係、延納/請求区分等各

項目が正確に登録されていないと、正しく出力されない原因となります。 

 

（２）個人マスタの賃等報告区分と労働保険番号設定 

 ［個人マスタ］をクリックし、事業所と個人を選択後［編集］ボタンをクリックし、「賃

等報告区分」が設定されているか確認します。その際、生年月日や労災/雇用の取得年月日

などが登録されている事を確認して［登録］ボタンをクリックして保存してください。次

に、［労働保険番号］ボタンをクリックして労働保険番号の登録を行います。 

 

（３）特別加入者マスタの登録 

 ［特別加入者マスタ］をクリックし、事業所及び労働保険番号を設定し［表示］ボタン

をクリックして特別加入者を登録します。登録する際は、違う労働保険番号に登録しない

ようにご注意ください。 

 

（４）賃金データの確認 

 賃金データは日常業務メニュー［個人別/各月入力］で確認出来ます。給与計算を行って

いる事業所の場合は、給与計算時賃金データが自動的に保存されます。給与計算を行って

いない事業所の場合は、賃金データ入力で「各月/個人別入力」を行い、賃金データを保存

してください。 

 

次頁から各データの確認方法詳細を説明します。 

 

①［賃等入力］で事業所、労働保険番号、確定年度（28年の場合「28/4～29/3」） 

 ごとにデータを保存し、 

②［年度更新］で事業所、労働保険番号、確定年度ごとにデータを保存する 
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2-5-1 登録されているデータ（マスタ）の確認 

年度更新を行う前に、各マスタにデータが登録されている事を確認します。 

 

2-5-1-1 事業所マスタ「労保設定」の登録・確認 

マスタ登録メニューから［事業所マスタ］ボタンをクリックして事業所マスタ画面を

表示してください。 

１、事業所マスタ画面を表示し、事

業所を選択後［労保設定］ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

２、労働保険番号の確認を行います。

既に登録している労働保険番号が

ある場合、選択して［変更］ボタン

をクリックします。 

新規で登録する場合は［追加］ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

３、まず「保険関係」の設定を確認

し、各項目の入力内容を確認します。 

尚、各項目が正確に登録されていな

い場合、正しく印刷されない原因と

なります。 
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＜保険関係を「両保」に設定した場合＞ 

労災成立日、委託年月日（委託の場合）、委託区分（委託の場合）、延納区分、請求区

分、業種登録、特掲区分を登録してください。 

 

解除の場合はさらに解除年月日と解除区分を登録します。 

 

【労働保険番号】･･･14桁【府県コード(2)+所掌(1)+管轄(2)+基幹番号(5)+枝番号(3)】で 

         入力します。枝番がない場合は末尾３桁に「000」を入力してください。 

【雇用保険事業所番号】・・・･･･11桁で入力します。 

【労災成立日】･･･労災保険の成立年月日を入力します。 

【雇用成立日】･･･雇用保険の成立年月日を入力します。 

【委託年月日】･･･労働保険の委託年月日を入力します。 

【保険関係】･･･労災・雇用の加入状況を選択します。 

【委託区分】･･･労働保険の委託状況（新規/継続いずれか）を選択します。 

【延納区分】･･･概算保険料を分割納付するパターンを選択します。 

【請求区分】･･･概算保険料を分割請求するパターンを選択します。 

【事業の種類】･･･事業又は作業の種類を入力します。 
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【業種】･･･業種コードを入力します。「選択」ボタンを押して業種を選択することもでき 

     ます。 

【細目】･･･業種の細目コードを入力します。業種コードが 4 桁ある場合に、前 2 桁を業種 

     コードへ、後 2桁を細目コードへ入力してください。 

【業種区分】･･･通常は 0を入力します。同業種で労務費率が異なる場合に、業種を区別す 

       るために 0または 1 を入力します。「選択」ボタンを押して業種を選択する 

       と自動で反映されます。 

【変更区分】･･･通常は 0を入力します。年度の途中で業種の変更または料率の変更があっ 

       た場合は、1(変更前)または 2(変更後)を入力します。 

【変更月】･･･変更区分が 0 ではない(年度途中での変更がある)場合、変更開始月を入力し 

      ます。 

       ※10月から業種変更がある場合は 10を入力します。 

【メリット料率】･･･メリット料率を入力します。 

【特掲区分】･･･雇用保険の特掲区分を入力します。年度途中での変更がある時は 2段目に 

       も入力してください。 

【予備欄】･･･現在は、この部分は使用しておりません。以前の仕様の際、使用してお 

       りました関係上、残しております。（過去の内容確認） 

       納入通知書納付額予備欄に反映します。 

       現状は、事務組合メニューにございます「必要な設定及びデータ」欄内 

       にございます『請求マスタ』『請求項目』にて設定することとなります。 
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＜保険関係を「事務労災」か「現場労災」に設定した場合＞ 

労災成立日、委託年月日（委託の場合）、委託区分（委託の場合）、延納区分、請求区

分、業種登録を登録してください。 

解除の場合はさらに解除年月日と解除区分を登録します。 

 

【労働保険番号】･･･14桁【府県コード(2)+所掌(1)+管轄(2)+基幹番号(5)+枝番号(3)】で 

         入力します。枝番がない場合は末尾３桁に「000」を入力してください。 

【雇用保険事業所番号】・・・･･･11桁で入力します。 

【労災成立日】･･･労災保険の成立年月日を入力します。 

【雇用成立日】･･･雇用保険の成立年月日を入力します。 

【委託年月日】･･･労働保険の委託年月日を入力します。 

【保険関係】･･･労災・雇用の加入状況を選択します。 

【委託区分】･･･労働保険の委託状況（新規/継続いずれか）を選択します。 

【延納区分】･･･概算保険料を分割納付するパターンを選択します。 

【請求区分】･･･概算保険料を分割請求するパターンを選択します。 

【事業の種類】･･･事業又は作業の種類を入力します。 
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【業種】･･･業種コードを入力します。「選択」ボタンを押して業種を選択することもでき 

     ます。 

【細目】･･･業種の細目コードを入力します。業種コードが 4 桁ある場合に、前 2 桁を業種 

     コードへ、後 2桁を細目コードへ入力してください。 

【業種区分】･･･通常は 0を入力します。同業種で労務費率が異なる場合に、業種を区別す 

       るために 0または 1 を入力します。「選択」ボタンを押して業種を選択する 

       と自動で反映されます。 

【変更区分】･･･通常は 0を入力します。年度の途中で業種の変更または料率の変更があっ 

       た場合は、1(変更前)または 2(変更後)を入力します。 

【変更月】･･･変更区分が 0 ではない(年度途中での変更がある)場合、変更開始月を入力し 

      ます。 

            ※10 月から業種変更がある場合は 10を入力します。 

【メリット料率】･･･メリット料率を入力します。 

【予備欄】･･･現在は、この部分は使用しておりません。以前の仕様の際、使用してお 

       りました関係上、残しております。（過去の内容確認） 

       納入通知書納付額予備欄に反映します。 

       現状は、事務組合メニューにございます「必要な設定及びデータ」欄内 

       にございます『請求マスタ』『請求項目』にて設定することとなります。 
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＜保険関係を「雇用保険」に設定した場合＞ 

労災成立日、委託年月日（委託の場合）、委託区分（委託の場合）、延納区分、請求区

分、特掲区分を登録してください。 

 

解除の場合はさらに解除年月日と解除区分を登録します。 

 

【労働保険番号】･･･14桁【府県コード(2)+所掌(1)+管轄(2)+基幹番号(5)+枝番号(3)】で 

         入力します。枝番がない場合は末尾３桁に「000」を入力してください。 

【雇用保険事業所番号】・・・･･･11桁で入力します。 

【雇用成立日】･･･雇用保険の成立年月日を入力します。 

【委託年月日】･･･労働保険の委託年月日を入力します。 

【保険関係】･･･労災・雇用の加入状況を選択します。 

【委託区分】･･･労働保険の委託状況（新規/継続いずれか）を選択します。 

【延納区分】･･･概算保険料を分割納付するパターンを選択します。 

【請求区分】･･･概算保険料を分割請求するパターンを選択します。 

【事業の種類】･･･事業又は作業の種類を入力します。 
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【特掲区分】･･･雇用保険の特掲区分を入力します。年度途中での変更がある時は 2段目に 

       も入力してください。 

【予備欄】･･･現在は、この部分は使用しておりません。以前の仕様の際、使用してお 

       りました関係上、残しております。（過去の内容確認） 

       納入通知書納付額予備欄に反映します。 

       現状は、事務組合メニューにございます「必要な設定及びデータ」欄内 

       にございます『請求マスタ』『請求項目』にて設定することとなります。 

 

 ※ 雇用保険は、労災がございませんので、『業種登録』欄は未表示となります。 
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労働保険番号を変更・削除・複写・ 

一括変換することができます。 

 

 

 

 

 

 

【変更】･･･登録しております労働保険番号の変更する場合に使用します。 

      労働保険番号自身は変更できません。 

【削除】･･･登録しております労働保険番号を削除する場合に使用します。 

      削除されますと、紐付けされていました個人側の登録も消えてしまいます。 

【複写】･･･登録しております労働保険番号及び内容を全て複写します。 

      ここをクリックしますと、複写先番号欄が表示されます。左欄にて現登録 

      されております番号が表示しますので、選択し複写先へ複写後の登録番号 

      を入力下さい。 

【労保番号の一括変換】･･･登録されております労働保険番号を、変換後の番号へ登録 

             を変更します。 

             例えば、新規事業所にて、まだ労働保険番号が取得されて 

             おりません場合、ろうむ InOneは仮番号で登録します。 

             その後、正式な番号が取得されました際、再度正しい番号 

             で登録せず、この一括変換にて仮番号内容をそのまま正式 

             番号へ移行できます。 
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2-5-1-2 個人マスタの賃等報告区分と労働保険番号設定の登録・確認 

マスタ登録メニューから［個人マスタ］ボタンをクリックして個人マスタ画面を表示

してください。 

１、個人マスタ画面を表示し、事業

所と個人を選択後［編集］ボタンを

クリックします。（左図の①） 

 

 

 

 

 

 

 

２、個人マスタの編集画面にて「賃

等報告区分」が設定されているか確

認します。 

賃等報告区分は「常用労働者/役員で

労働者扱いの者/臨時労働者」のいず

れかから選択します。 

また、生年月日や労災/雇用の取得年

月日、労保賃金区分などが登録され

ている事を確認して［登録］ボタン

をクリックして保存してください。 

 

 

☆労保賃金区分とは、給与計算を行った場合に保存される賃金データを「賃金Ａ」に

反映させるか、「賃金Ｂ」に反映させるかを指定します。この金額は離職証明書の印刷

に反映しますので、例えば月給者の場合は「賃金Ａ」、月給者以外（時間給･週給･日給

等）の場合は「賃金Ｂ」に設定してください。 

 

※各月入力で入力した支給額も、労保賃金区分の設定で反映します。 

 

 

① ② 
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３、次に、［労働保険番号］ボタンを

クリックして労働保険番号の登録を

行います。（前頁上図の②） 

労働保険番号の登録は、まず登録す

る事業所の労働保険番号をクリック

して選択してから［→］ボタンをク

リックします。 

 

※誤って個人に登録した労働保険番

号は［削除］ボタンをクリックする

事で削除されます。 

 

画面下は事業所の登録内容を表示し、 

確認できるようにしております。 

 

 

※労働保険番号を複数登録する場合

は、該当する個人の労働保険番号の

「主」欄にチェックを付けてくださ

い。 

「主」のチェックが付いている番号

は、給与計算時、賃金データに自動

で反映されます。 

 

 

※この画面でチェックを付けた労働保険番号が、賃金データ個人別入力画面で［労保

番号一括設定］を行った際に、全ての支給年月に適用されます。 

 

※この画面でチェックを付けずに、賃金データ個人別入力画面で［労保番号一括設定］

を行った場合、一つ目の労働保険番号が全ての支給年月に適用されます。 
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2-5-1-3 特別加入者マスタの登録・確認 

マスタ登録メニューから［特別加入者マスタ］ボタンをクリックして特別加入者マス

タ画面を表示してください。 

 

１、特別加入者マスタ画面を表示し、

事業所及び労働保険番号を設定し

［表示］ボタンをクリックします。 

登録する場合は［追加］ボタンをク

リックし、既に登録している方を確

認する場合は［編集］ボタンをクリ

ックします。 

 

２、氏名や承認年月日を入力し各種

区分を設定します。 

 

※種別区分の設定から料率が決定さ

れます。 

 

 個別料率を設定しますと、種別区 

分の料率ではなく、個別料率が優先 

されます。 

 事業主との関係以下は、労災様式 

『労働者災害補償保険 特別加入申 

請書』等にて使用する欄です。 

 

３、登録が完了すると左図のように

表示されます。 

 

 

 

 

 

※ 登録する際は、違う労働保険番号に登録しないようにご注意ください。 



チュートリアル編 

 37 

 

 

概算の月数及び日額を、確定へ複写 

することができます。 

 

特別加入者マスタ画面上の『一括設 

定』にて操作します。 

 

 

 

表示の絞込みを選択し、『対象者表示 

』をクリックします。 

該当者が表示しますので、欄内の「 

対象」のチェックを付与・未付与の 

設定を行い、『一括複写実行』をクリ 

ックしますと、各個人にて概算の月 

                  数・日額を確定の月数・日額へ複写 

                       します。 
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2-5-1-4 賃金データの確認 

給与計算を行っている事業所の場合は、給与計算時に賃金データが自動的に保存され

ます。給与計算を行っていない事業所の場合は、賃金データ入力で「各月入力」か「個

人別入力」で賃金データの入力、保存を行う必要があります。 

 

＜個人別入力の場合＞ 

日常業務メニューから［個人別入力］ボタンをクリックして賃金データ入力個人別画

面を表示してください。 

１、事業所と個人を設定し、開始年

月を入力して［表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

 

※労働保険番号、賃等報告区分がそれぞれ未設定の状態で表示された場合は、［労保番

号一括設定］ボタンをクリックしてください。 

尚、この作業は１度行ったら 2回目からは行う必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセージが表示されますので、内容を確認し

ます。 
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２、次に、支給年月ごとの労働保険番号及び賃等報告区分（途中で変更があった場合）、

支給金額等を設定してください。 

 

 

以上の設定で、支給年月ごとに労働保険番号と賃等報告区分の設定が行えます。 

年度更新で使用されます欄は、（スクロールし右端の）「賃金総額」欄となります。 

 

＜各月入力の場合＞ 

日常業務メニューから［各月入力］ボタンをクリックして賃金データ入力各月入力画

面を表示してください。 

事業所と表示する社員範囲を設定し、年度を入力して［表示］ボタンをクリックしま

す。 

 

 

※各月入力では、日数の入力は出来ません。 

また、この画面で入力した金額は、［個人

別入力］の「総支給額」「社会保険」「賃金

Ａ（又は賃金Ｂ）」「賃金総額」に反映しま

す。 
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☆☆賃金データ連動☆☆ 

給与計算を行った際に賃金データに自動保存されるデータは以下の通りです。 

 

賃金データ（個人別入力）項目 

賃金データ(支給年月)←給与計算を行った年月。 

賃金データ(賃種)  ←給与、賞与の別。 

賃金データ(日数)   

  ←支給区分が月給者(＝1)の場合、「暦日数－欠勤届有日数－欠勤届無日数」が 

   反映。 

  ←支給区分が月給者ではない(1以外)の場合、「出勤日数」が反映。 

賃金データ(労働保険番号)←支給年月に該当する労働保険番号を登録。 

賃金データ(賃等報告区分)←常用労働者、役員で労働者、臨時労働者の別。 

賃金データ(総支給額) 

  ←給与(支給項目の合計(合計に含まれる交通費は下記で按分した金額のみ)) 

   賃金データ(交通費)  

  ←給与(通勤交通費計算区分が５の時は、基準月、間隔月から按分した額が反映 

   し、それ以外の場合は支給交通費が全額反映します。) 

賃金データ(固定賃金)←連動なし 

賃金データ(遡及額) ←給与(支給項目かつ遡及区分＝1の項目の合計)交通費含む 

賃金データ(昇降給額)←前月との固定的賃金の変動分 

賃金データ(社会保険)←給与(支給項目かつ社保区分＝1の項目の合計)交通費を含む 

賃金データ(賃金額Ａ)←給与(支給項目かつ労保区分＝1の項目の合計)交通費を含む 

           ※個人マスタで設定した労保賃金区分に基づく 

賃金データ(賃金額Ｂ)←給与(支給項目かつ労保区分＝1の項目の合計)交通費を含む 

           ※個人マスタで設定した労保賃金区分に基づく 

賃金データ（賃金総額）←給与(支給項目かつ労保区分＝1の項目の合計)交通費を含む 

※「支給項目かつ社保区分＝1 の項目の合計」とは事業所マスタ［給与（項目名）］に

て、支給項目の「『社保』にチェックが付いている項目の合計」という意味です。 
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2-5-2 賃等報告データの作成 

各種マスタや賃金データが入力済みである事を確認しましたら、まず賃金等の報告を

印刷する為のデータを作成します。 

 

１、日常業務メニューか手続きメニ

ューにある［賃等入力］ボタンをク

リックします。 

 

２、事業所と労働保険番号を設定し、

年度を入力して［賃金データ読込］

ボタンをクリックします。 

 

※賃金データが登録されていない場

合は、この画面でデータを直接入力

します。 

 

 

３、事業所（及び個人）の労働保険

番号の設定で賃金データが読み込ま

れます。 

 

読み込まれるデータは大きく分けて

以下の４つです。 

正確にデータが読み込まれていない

場合は、次頁からの各項目のデータ

出力条件をご参照ください。 

 

 

画面を下記４つに区分しています。 

１、労災保険対象労働者数及び賃金 

２、雇用保険対象被保険者数及び賃金 

３、特別加入者 

４、雇用保険免除高年齢労働者氏名 
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2-5-2-1 労災保険対象労働者数及び賃金の出力条件 

選択している労働保険番号の保険関係が「両保」「事務労災」「現場労災」のいずれか

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）常用労働者（人員、支払賃金） 

個人マスタの編集画面で賃等報告区分が「常用労働者」で設定されている職員の賃金

データ総額がそれぞれの月で計算されます。退職者がいる場合、退職した月まで計算

されます。 

 

（２）役員で労働者数（人員、支払賃金） 

個人マスタの編集画面で賃等報告区分が「役員で労働者扱いの者」で設定されている

職員の賃金データ総額がそれぞれの月で計算されます。退職者がいる場合、退職した

月まで計算されます。 

 

（３）臨時労働者（人員、支払賃金） 

個人マスタの編集画面で賃等報告区分が「臨時労働者」で設定されている職員の賃金

データ総額がそれぞれの月で計算されます。退職者がいる場合、退職した月まで計算

されます。 

 

※ 1ヶ月平均は「人員」は月平均の人数が表示されますが「支払賃金」は合計額が千

円単位で表示されます。支払賃金の平均額が表示されるわけではありません。 
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給与計算されております場合、賃金データ

は支払日ベースで作成されます。 

例：４月の支給区分で計算しますと、賃金

は４月に作成されます。 

 

年度更新の際、締月にてデータを読込されたい場合は、「賃金読込調整月」にて読込月

を調整することが可能となります。 

例えば、４月の賃金データを締月は３月なので、ここの読込を３月へずらして読込さ

せたい場合は、「賃金読込調整月」にて「１ヶ月後の賃金データを読み込む」と設定し、

「賃金データ読込」をクリックしていただくと、１ヶ月ずれて読込まれます。 

 

 

その際、調整月を設定し読込みしますと、

賞与も同様にずれて読込まれます。 

 

 

もし、賞与は、支給月のままで読込みされたい場合には、「賞与月固定」にチェックを

付与し、賃金データ読込して下さい。 

給与は調整月に基づき読込まれますが、賞与は支給月のまま読込まれます。 

 

 

 

 

 

満年齢等にて、読込が正しくできない等のご要望により、「賃金読込時、データ高年齢

者を個人マスタの年齢だけから読込む」を追加しました。 

賃金読込の際、高年齢者は生年月日より判断し、読込まれます。 

（通常は、チェックは付けずに読込下さい。） 
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画面左下のチェックボックス（賃金データ読込する前に設定） 

 

【退職日以降の人数をカウントしない（雇用のみ）】 

・・年度内に退職された方のカウントにて雇用保険のみカウントさせない場合に付与 

 

【平均人数算出時に常に１２カ月で割る（労災）】 

・・年度内の人数・賃金が１２カ月未満の場合、通常は該当月数で割りますが、常に

１２カ月で割った結果を算出されたい場合に付与（労災のみ） 

 

【平均人数算出時に常に１２カ月で割る（雇用）】 

・・年度内の人数・賃金が１２カ月未満の場合、通常は該当月数で割りますが、常に

１２カ月で割った結果を算出されたい場合に付与（雇用のみ） 

 

 ※いずれの設定も必ず「賃金データ読込」をクリックされる前に設定していただき 

  ませんと、設定が反映いたしませんので、ご注意下さい。 
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2-5-2-2 雇用保険対象被保険者数及び賃金の出力条件 

選択している労働保険番号の保険関係が「両保」「雇用保険」のいずれかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）被保険者 

個人マスタの編集画面で賃等報告区分が「常用労働者」で設定されている職員の賃金

データ総額がそれぞれの月で計算されます。退職者がいる場合、退職した月まで計算

されます。 

 

（６）役員で被保険者扱い 

個人マスタの編集画面で賃等報告区分が「役員で労働者扱いの者」で設定されている

職員の賃金データ総額がそれぞれの月で計算されます。退職者がいる場合、退職した

月まで計算されます。 

 

（８）うち高齢労働者 

個人マスタの編集画面で入力されている生年月日から年齢を計算し、４月１日現在で

満６４歳以上の労働者（役員で労働者扱い含む）が計算されます。 

 

※1ヶ月平均は「人員」は月平均の人数が表示されますが「支払賃金」は合計額が千円

単位で表示されます。支払賃金の平均額が表示されるわけではありません。 
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給与計算されております場合、賃金データ

は支払日ベースで作成されます。 

例：４月の支給区分で計算しますと、賃金

は４月に作成されます。 

 

年度更新の際、締月にてデータを読込されたい場合は、「賃金読込調整月」にて読込月

を調整することが可能となります。 

例えば、４月の賃金データを締月は３月なので、ここの読込を３月へずらして読込さ

せたい場合は、「賃金読込調整月」にて「１ヶ月後の賃金データを読み込む」と設定し、

「賃金データ読込」をクリックしていただくと、１ヶ月ずれて読込まれます。 

 

 

その際、調整月を設定し読込みしますと、

賞与も同様にずれて読込まれます。 

 

 

もし、賞与は、支給月のままで読込みされたい場合には、「賞与月固定」にチェックを

付与し、賃金データ読込して下さい。 

給与は調整月に基づき読込まれますが、賞与は支給月のまま読込まれます。 

 

 

 

 

 

満年齢等にて、読込が正しくできない等のご要望により、「賃金読込時、データ高年齢

者を個人マスタの年齢だけから読込む」を追加しました。 

賃金読込の際、高年齢者は生年月日より判断し、読込まれます。 

（通常は、チェックは付けずに読込下さい。） 
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画面左下のチェックボックス（賃金データ読込する前に設定） 

 

【退職日以降の人数をカウントしない（雇用のみ）】 

・・年度内に退職された方のカウントにて雇用保険のみカウントさせない場合に付与 

 

【平均人数算出時に常に１２カ月で割る（労災）】 

・・年度内の人数・賃金が１２カ月未満の場合、通常は該当月数で割りますが、常に

１２カ月で割った結果を算出されたい場合に付与（労災のみ） 

 

【平均人数算出時に常に１２カ月で割る（雇用）】 

・・年度内の人数・賃金が１２カ月未満の場合、通常は該当月数で割りますが、常に

１２カ月で割った結果を算出されたい場合に付与（雇用のみ） 

 

 ※いずれの設定も必ず「賃金データ読込」をクリックされる前に設定していただき 

  ませんと、設定が反映いたしませんので、ご注意下さい。 
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2-5-2-3 特別加入者の出力条件 

 

 

 

 

 

 

 

選択している労働保険番号に登録している特別加入者が表示されます。 

 

※この画面にある［特別加入者マスタ 編集］ボタンをクリックすると、現在作業中

の事業所及び労働保険番号の特別加入者マスタ編集画面が表示されます。 

 

 

2-5-2-4 雇用保険免除高年齢労働者氏名の出力条件 

 

 

 

 

 

 

 

個人マスタの編集画面で入力されている生年月日から年齢を計算し、４月１日現在で

満６４歳以上の労働者（役員で労働者扱い含む）が表示されます。 

 

※雇用保険対象被保険者数及び賃金の「（８）うち高齢労働者」に人員、支払賃金が表

示されます。 
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2-5-3 納入通知書 納付額予備欄について 

事務組合メニューの必要な設定及びデータ欄の「請求項目マスタ」登録後、「請求マス

タ」にて、それぞれの期に事務手数料等の金額を登録した場合、年度更新画面の予備

欄計及び納入通知書（連合会）の様式に反映し、納付額合計が変わります。 

年度更新処理を行う前に登録して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


